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現在、準備組合は本組合設立に向け、組合設立認可申請の手続きを

進めております。

また、10月18日～21日の第11回説明会以降、多くの権利者の皆さ

まとご面談を行い、併せて組合設立のご同意手続きを進めております。

しかしながら、認可申請の手続きにおいて、当初の想定より時間を

要しており、認可申請時期が延期となる見込みです。

今後のスケジュール等については以下のとおり第12回説明会にて

ご説明いたしますので、何卒ご了承ください。

１

第12回説明会を開催いたします

右記のとおり、第12回説明会を開催い

たします。

日程については、戸建て等の権利者様

向けに２回、パームス東池袋権利者様向

けに１回、開催いたします。お忙しいと

存じますが、ぜひ説明会へのご出席の程

よろしくお願いいたします。

※改めてご案内もお送りいたしますの

で、そちらもご覧下さい。

開催日時

【戸建等権利者様 対象】
 1月10日（木）19時～
 1月13日（日）10時～

【パームス東池袋権利者様 対象】
 1月12日（土）10時～

場所

準備組合事務所

内容（予定）

事業スケジュールについて
定款の修正点等について
個別ヒアリング等でいただいたご意見
について 等



【年末年始のお知らせ】
平成30年12月28日～
平成31年1月6日まで
お休みしております

2

～ 本ニュース・活動に関するご質問・ご意見等ございましたら下記までお問合せください ～

[南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発準備組合事務局]

事務所TEL：03-5396-7730／ mail：minamiike-c@tokyo.email.ne.jp

編集後記

【準備組合HPも是非ご覧ください】

[URL] http://minamiike-c.wixsite.com/main

事業に係る心配事､ご意見等ございましたら、

いつでも事務局までご相談ください。月曜～金曜

10時から16時まで開局しております。(土日祝休)

現在準備組合では「市街地再開発組合設立」に向けて活動しております。

また、平成30年11月末までの定款へのご意見を頂きありがとうございました。

第５回ヒアリングを行っています

現在、「第５回権利者ヒアリング」を実施しております。今回のヒアリングについては、権

利者の皆さま全員が対象です。まだ日程が決まっていない方はご希望の日時を事務局までお知

らせください。ご協力の程よろしくお願いいたします。

ご都合の良い日時を
事務局までお知らせ
ください。

 実施期間

１２月いっぱい ※年内が難しい方はご相談ください

実施時間

１０時～１８時（１時間～１時間半程度）※土日祝日・時間外も可能です

場所

準備組合事務所 ※遠方の方、ご来所が難しい方はご相談ください

内容
●組合設立のご同意について
●ご自身の権利変換モデルについて
（計算方法についても詳しくご説明いたします）

対応者

コンサルタントおよび事務局員２名程度

http://minamiike-c.wixsite.com/main

